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第１ 行政評価・監視の目的等 

 

１ 目 的 

  国の行政機関が入居する合同庁舎等については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成 18年法律第 91号）に基づき、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安

全性の向上の促進を図ることとされているほか、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」（平

成 20年３月 28日バリアフリーに関する関係閣僚会議決定）においても、窓口までの経路、障害者や高

齢者等に対応した便所（オストメイト対応）、駐車スペースの整備等を推進することとされている。また、

災害発生時においては、施設利用者の安全を確保するための適切な対応が求められる。 

さらに、健康増進法（平成 14年法律第 103号）に基づき、官公庁施設など多数の者が利用する施設を

管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努

めなければならないとされている。 

この行政評価・監視は、国の庁舎における利用者の安全及び利便の確保を図る観点から、これらの施

設におけるバリアフリー対策の実施状況、受動喫煙防止対策の実施状況等を調査し、関係行政の改善に

資するために実施したものである。 

 

 

２ 対象機関 

(1) 調査対象機関 

香川県内及び高知県内に所在する国の行政機関（別表のとおり） 

(2) 関連調査等対象機関 

身体障害者関係団体 

 

 

３ 担当部局 

    四国行政評価支局 評価監視部第１評価監視官 

  高知行政評価事務所 評価監視官 

 

 

４ 実施時期 

  平成 25年４月～25年 7月 

 

  

- 1 - 



 

別 表 

 

    区分 

省庁 

調査対象機関【調査した庁舎数】 

香川県内 高知県内 

法務省 高松法務局（支局・出張所）【３庁舎】 高知地方法務局（支局）【４庁舎】 

 検察庁 高松高等検察庁【１庁舎】 高知地方検察庁【１庁舎】 

財務省 四国財務局【１庁舎】 

坂出税関支署【１庁舎】 

高知財務事務所【１庁舎】 

 国税庁 高松国税局（税務署）【６庁舎】 税務署【３庁舎】 

厚生労働省 香川労働局（労働基準監督署・公共職業

安定所）【10庁舎】 

高知労働局（公共職業安定所）【４庁舎】 

農林水産省 － 中国四国農政局高知地域センター【１庁舎】 

国土交通省 四国地方整備局【１庁舎】 

四国運輸局（運輸支局）【３庁舎】 

高知運輸支局【１庁舎】 

 海上保安庁 － 高知海上保安部【１庁舎】 

合計 【26庁舎】 【16庁舎】 
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第２ 行政評価・監視結果 

１ バリアフリー対策の実施状況 

通          知 説明図表番号 

【制度の概要】  

 高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保し、高齢者、障害者等の 表１－(1) 

移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、高齢者、障害  

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号。以下「バリアフ 表１－(2) 

リー法」という。）が平成 18年 12月 20日に施行されており、一定の建築物の建築主  

等（建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者）は、 表１－(3) 

必要な施設整備等を図ることが求められている。バリアフリー法に基づく施設整備を  

要する建築物は、同法第２条第 16号の特定建築物（病院、百貨店、ホテル、事務所等  

の多数の者が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令  

（平成 18年政令第 379号。以下「令」という。）第４条で規定する建築物）及び同法  

同条第 17号の特別特定建築物（不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、  

障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして令第  

５条で規定する建築物）であり、窓口業務を行う官公署については、不特定多数の者  

が利用する特別特定建築物に該当する。  

バリアフリー法施行後に建築される一定規模（床面積 2,000㎡）以上の特別特定建  

築物については同法第 14条第１項により基準適合義務が課せられており、同規模未満  

の特別特定建築物の新築及び既存の特別特定建築物並びに特定建築物については、同  

法第 14条第５項、第 16条第１項及び同条第２項により、建築物特定施設（廊下等、  

階段、敷地内の通路（以下「敷地内通路」という。）など建築物又はその敷地に設けら  

れる施設）の修繕･模様替えを行う場合等に当該建築物特定施設を基準に適合させるた  

めに必要な措置を講ずるよう努めるなど、基準適合についての努力義務が課せられて  

いる。  

バリアフリー法に基づく建築物の移動等円滑化に係る基準は、建築物移動等円滑化  

基準（法第 14条第１項に基づく令第 10条から第 23条。以下「円滑化基準」という。）  

として、建築物特定施設ごとに規定されており、この中で、一般的な基準として建築  

物内の廊下等、階段、便所等に関する基準及び建築物外の敷地内通路、駐車場に関す  

る基準が、また、建築物内外を通じた視覚障害者移動等円滑化経路（視覚障害者が円  

滑に利用できる経路）に関する基準及び移動等円滑化経路（高齢者、障害者等が円滑  

に利用できる経路）に関する基準が定められており、当該基準の具体的な適用方法等  

に係るガイドラインとして、国土交通省は、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮  

した建築設計標準」（以下「建築設計標準」という。）を示している。  

また、バリアフリー法第３条第 1項の規定に基づき策定された「移動等円滑化の促  

進に関する基本方針」（平成 23年３月 31日、国家公安委員会、総務省、国土交通省告  

示第 1号）二２（適切な情報の提供）において、施設設置管理者は、利用者に対して  

必要な情報（車いす使用者用便房等の整備状況）を適切に提供することが必要である  

旨示されている。  

  

【調査結果】  

今回、四国行政評価支局及び高知行政評価事務所が、香川県内及び高知県内に所在  

する国の行政機関が入居する庁舎（合同庁舎・総合庁舎を含む。）について、窓口業務  

を行う官署が入居するものを中心に 42庁舎（香川県内 26庁舎、高知県内 16庁舎）を  

選定し、円滑化基準への適合状況等を調査した結果、庁舎を管理する機関の点検が十  
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分に行われていないことなどから、次のとおり、同基準に適合していないもの等がみ

られた。  

 

(1)視覚障害者移動等円滑化経路の確保 

道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から令第 20条第２項に規

定する案内設備（建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ー等又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り又は音による案内により視覚障害者に

示すための設備）又は案内所までの経路のうち一以上を、視覚障害者移動等円滑化経

路にしなければならないとされている（令第 21条第１項）。 

視覚障害者移動等円滑化経路には、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック

等（線状の突起が設けられた誘導ブロック。歩行方法を案内することを目的とした移

動方向を指示するもの）及び点状ブロック等（点状の突起が設けられた警告ブロック。

前方の危険の可能性若しくは歩行方法の変更の必要性を予告するもの）を適切に組み

合わせて敷設し（線状ブロック等及び点状ブロック等を併せて、以下「視覚障害者誘

導用ブロック」という。）、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を

設けることとされている（令第 21条第２項第１号）。  

また、視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内通路のⅰ）車路に近接する部

分、ⅱ）段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分には、視覚障害者に

対し警告を行うため、点状ブロック等を敷設することとされている（令第 21 条第２

項第２号）。 

しかし、調査した 42庁舎の中には、次のとおり、視覚障害者移動等円滑化経路が十

分に確保されていないものが、22 庁舎（注）において 25 事例みられた（香川：12 庁

舎 13事例、高知：10庁舎 12事例）。 

(注) 庁舎数は、事例の確認された実庁舎数であり、個々の事例に係る庁舎数の合計数とは必ずし

も一致しない（以下、(3)も同様）。 

①  視覚障害者移動等円滑化経路の全部又は一部に視覚障害者誘導用ブロックが

敷設されていないもの ５事例（香川：３庁舎３事例、高知：２庁舎２事例） 

②  視覚障害者移動等円滑化経路上に障害物が置かれているもの等 ６事例（香

川：５庁舎５事例、高知：１庁舎１事例）  

③  視覚障害者誘導用ブロックの組み合わせや誘導先等が適切でないもの 11事

例（香川：３庁舎３事例、高知：８庁舎８事例） 

④  視覚障害者誘導用ブロックが老朽化により浮いており、通行者がつまずき転

倒するおそれがあるもの １事例（香川） 

⑤  視覚障害者誘導用ブロックとその周囲の床面との明度差等が小さいもの ２

事例（香川：１庁舎１事例、高知：１庁舎１事例） 

 

(2)移動等円滑化経路の確保 

移動等円滑化経路は、ⅰ）建築物に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として

高齢者、障害者等が利用する居室（以下「利用居室」という。）を設ける場合には道

等から当該利用居室までの経路、ⅱ）建築物又はその敷地に車いす使用者が円滑に利

用することができる便房（以下「車いす使用者用便房」という。）を設ける場合には

利用居室から当該車いす使用者用便房までの経路、ⅲ）建築物又はその敷地に車いす

使用者が円滑に利用することができる駐車施設（以下「車いす使用者用駐車施設」と

いう。）を設ける場合には当該車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路につ

いて、それぞれ一以上を確保しなければならないとされている（令第 18条第１項）。 

移動等円滑化経路については、ⅰ）当該移動等円滑化経路上に階段又は段を設けな
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いこと（ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合は、この限

りではない。）、ⅱ）当該移動等円滑化経路を構成する傾斜路（階段に代わり、又はこ

れに併設するものに限る。）の勾配は、12分の１（高さ 16cm以下の場合は８分の１）

を超えないこととされている（令第 18条第２項）。 

しかし、調査した 42 庁舎の中には、次のとおり、移動等円滑化経路が十分に確保

されていないものが、４庁舎において４事例（香川）みられた。 

①  移動等円滑化経路上の傾斜路が基準を超えて急勾配となっているもの １事例

（香川） 

②  移動等円滑化経路上に来客者のバイクや自転車が駐輪しており、通行の障害と

なっているもの １事例（香川） 

③  移動等円滑化経路上に設けられた門扉用レールの溝が深く、車いすの前輪が落

ち込み通行が困難となっているもの １事例（香川） 

④  移動等円滑化経路上のエレベーターが故障し利用できないもの １事例（香川） 

 

(3)バリアフリー施設・設備の整備 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物特

定施設に関しては、円滑化基準において、施設ごとに一般的な基準が示されている（令

第 11条から第 17条及び第 19条）。 

しかし、調査した 42 庁舎の建築物特定施設の中には、次のとおり、円滑化基準に

適合していない事例が 38庁舎において 84事例みられた（香川：25庁舎 55事例、高

知：13庁舎 29事例）。  

ア  廊下等 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下

その他これに類するもの（以下「廊下等」という。）については、階段又は傾斜

路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。）の上端に近接する廊下等

の部分に、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロ

ック等を敷設することとされている（令第 11条）。 

しかし、調査した 42 庁舎の中には、階段上端部の廊下等に点状ブロック等が

敷設されておらず、円滑化基準に適合していないものが、６庁舎において６事例

みられた（香川：５庁舎５事例、高知：１庁舎１事例）。  

 

イ  階段 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段

については、ⅰ）踊場を除き、手すりを設けること、ⅱ）踏面の端部とその周囲

の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別でき

るものとすること、ⅲ）段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、視覚障

害者に対し警告を行うために、原則として、点状ブロック等を敷設することとさ

れている（令第 12条）。 

しかし、調査した 42庁舎の中には、次のとおり、円滑化基準に適合していない

ものが、10 庁舎において 11 事例（香川：３庁舎４事例、高知：７庁舎７事例）

みられた。 

①  階段に手すりが設けられていない上、階段踏面端部とその周囲の部分との

明度差等が小さいもの １事例（香川） 

②  階段に手すりが設けられていないもの １事例（香川） 

③  階段の踏面端部とその周囲の部分との明度差等がない又は小さいもの ８

事例（香川：１庁舎１事例、高知：７庁舎７事例） 
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④ 階段の上端に近接する踊場の部分に点状ブロック等が敷設されていないもの 

１事例（香川）  

 

ウ 便所 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所

を設ける場合には、そのうち一以上（男子用及び女子用の区別があるときはそれ

ぞれ一以上）について、ⅰ）便所内に、車いす使用者用便房を一以上設けること、

ⅱ）便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具

（人工肛門造設者等に対応するための「オストメイト用設備」）を設けた便房を一

以上設けることとされており（令第 14条第１項）、不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として高齢者、障害者等が利用する男子用小便器のある便所を設ける場合

には、そのうち一以上に床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが 35㎝

以下のものに限る。）を一以上設けなければならないとされている（令第 14 条第

２項）。 

また、移動等円滑化の措置がとられた便所付近に当該施設があることを示す標

識（令第 19 条）、建物又は敷地内に当該施設の配置を表示した案内板等案内設備

を設けることとされている（令第 20条）。 

さらに、車いす使用者用便房については、ⅰ）出入口の有効幅員を原則として

80㎝以上とする（90㎝以上が望ましい。）こと、ⅱ）「呼び出しボタン」を便座及

び車いすに座った状態から、手の届く位置に設けることが望ましいとされている

（建築設計標準）。 

しかし、調査した 42庁舎の中には、次のとおり、円滑化基準等に適合していな

いもの等が、35庁舎において 38事例みられた（香川：23庁舎 25事例、高知：12

庁舎 13事例） 

①  オストメイト用設備を設けた便房が設けられていないもの 32 事例（香

川：22庁舎 22事例、高知：10庁舎 10事例） 

②  男子用小便器が全て壁掛式であり、いずれも受け口の高さが基準を超えて

いるもの １事例（高知） 

③ 施設内の案内板等に、オストメイト用設備が設けられていることを示す表示

がないもの ３事例（香川：１庁舎１事例、高知：２庁舎２事例）  

④  車いす使用者用便房の出入口におむつ入れが置かれており、円滑に出入り

可能な幅員が確保されていないもの １事例（香川）  

⑤  車いす使用者用便房に設置された「呼び出しボタン」が故障し作動しない

もの １事例（香川） 

 

エ 敷地内通路 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地

内通路については、ⅰ）段がある部分には手すりを設け、踏面の端部とその周囲

の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別でき

るものとし、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造

とすること、ⅱ）傾斜路は、勾配が 12分の１を超え、又は高さが 16cm を超え、

かつ、勾配が 20分の１を超える傾斜がある部分には、手すりを設けることとされ

ている（令第 16条）。 

しかし、調査した 42庁舎の中には、次のとおり、円滑化基準に適合していない

ものが、18庁舎において 19事例みられた（香川：12庁舎 12事例、高知：６庁舎

７事例）。 
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①   段（玄関入口）に手すりが設けられていない上、踏面の端部とその周囲の

部分との明度差等もない又は小さく、段鼻が突き出しているもの ３事例（香

川：３庁舎） 

②  段（玄関入口）に手すりが設けられておらず、踏面の端部とその周囲の部

分に明度差等がない又は小さいもの ９事例（香川：５庁舎５事例、高知：

４庁舎４事例）  

③   段（玄関入口）に手すりが設けられていないもの １事例（香川）  

④  段（玄関入口）の踏面の端部とその周囲の部分との明度差等がない、又は

小さいもの ５事例（香川：３庁舎３事例、高知：２庁舎２事例）   

⑤  玄関へ通ずる傾斜路に手すりが設けられていないもの １事例（高知） 

 

オ 駐車場 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車

場を設ける場合には、そのうち一以上に、車いす使用者用駐車施設を一以上設け

なければならないとされており（令第 17 条第１項）、この駐車施設については、

ⅰ）幅は 350cm 以上とすること（令第 17 条第２項）、ⅱ）移動等円滑化の措置が

とられた駐車施設の付近には、当該駐車施設があることを表示する標識を設ける

こととされている（令第 19条）。 

また、車いす使用者用駐車施設利用者の安全及び利便性の確保のため、ⅰ）同

施設の仕様については、「床は水平とする。」こと、ⅱ）路面に車いす使用者用で

ある旨の国際シンボルマークを塗装することとされている（建築設計標準）。 

しかし、調査した 42庁舎の中には、次のとおり、円滑化基準等に適合していな

いものが、７庁舎において 10事例みられた（香川：６庁舎９事例、高知：１庁舎

１事例）。 

①   車いす使用者用駐車施設が傾斜面に設けられているもの １事例（香川）  

②   車いす使用者用駐車施設の幅（350 ㎝以上）が確保されていないもの ２

事例（香川：２庁舎） 

③  車いす使用者用駐車施設の位置を示す標識（立て看板等）が設置されてい

ないもの、路面表示が消えかけているもの等 ７事例（香川：４庁舎６事例、

高知：１庁舎１事例） 

 

(4)その他の設備（インターホン）  

高齢者、障害者等が施設の利用に際して情報や援助を必要とした場合に対応できる

よう、建築物の出入口付近に、受付カウンターやインターホン等を設け、人的に対応

できるようにすることが望ましいとされている（建築設計標準）。 

しかし、調査した 42 庁舎の中には、次のとおり、インターホンの管理等が不適切

なものが、２庁舎において２事例みられた（香川）。 

①  玄関に設置された身体障害者用インターホンが故障しており利用できないもの 

１事例（香川） 

②  玄関前に設置されていた身体障害者用インターホンが耐震工事により撤去され

たままとなっているもの １事例（香川） 

 

(5)移動等円滑化のための施設の整備状況等に関する情報提供  

「移動等円滑化の促進に関する基本方針」二２（適切な情報の提供）では、施設等

ハード面の整備のみならず、施設設置管理者が利用者に対して、移動等円滑化のた

めの施設の整備状況等に関する必要な情報（以下「バリアフリー情報」という。）を
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適切に提供することが必要である旨示されており、利用する高齢者、障害者等のニ

ーズ等に応じて、必要な情報が事前に把握できるよう、施設及び設備等に関する情

報についてインターネットやパンフレット等により提供することが望ましいとされ

ている。 

また、今回、身体障害者関係団体からバリアフリー情報の提供の在り方について

聴取したところ、「国の庁舎等関係施設に係るバリアフリー情報を事前にインターネ

ット等を通じて確認できれば、障害者等は安心して施設を利用することができる。

また、施設のバリアフリー化に係る情報提供が一層進めば、障害者に限らず高齢者

等も含めて、自らの意思で積極的に社会活動へ参加しやすくなる。」との意見があっ

た。 

しかし、調査した 42庁舎におけるバリアフリー情報について、当該施設管理者、

又は同管理者の上部機関が設置するインターネットホームページでの情報提供の状

況を調査した結果、次のとおり、情報提供等が不十分なものが、34庁舎において 34

事例（香川：20庁舎 20事例、高知：14庁舎 14事例）みられた。  

①  バリアフリー情報が提供されていないもの 32事例（香川：20庁舎 20事例、

高知：12庁舎 12事例） 

②  バリアフリー情報に係るページは設けられているが、整備済みのバリアフリ

ー施設に係る情報が一部掲示されていないもの  ２事例（高知：２庁舎） 

なお、インターネットホームページ以外に、独自にパンフレット等においてバリ

アフリー情報を提供している事例はみられなかった。 

 

【所見】 

したがって、関係行政機関は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化を一層推進する

とともに、利用者の安全及び利便の確保を図る観点から、下部機関を含め、また、必

要に応じて他の行政機関と連携し、次の措置を講ずる必要がある。 

①  既存のバリアフリー関連施設・設備のうち、高齢者、障害者等の安全又は円滑

な利用に支障が生じているものについては、必要な改善措置を講ずること。 

また、庁舎の円滑化基準適合状況について点検を実施し、円滑化基準に適合し

ていない施設・設備については、所要の措置を講ずること。  

②  庁舎のバリアフリー情報について、インターネットホームページ等により適切

に周知を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１-(12) 

 

 

 

- 8 - 



表１－(1)   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18年法律第 91号）（抜粋） 

（定義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 一～十五 （略） 

十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、 

老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属 

する建築物特定施設を含むものとする。 

十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定 

建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 

十八 建築物特定施設 出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の 

建築物又はその敷地に設けられる施設で政令で定めるものをいう。 

  

（施設設置管理者等の責務） 

第６条 施設設置管理者その他の高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する施設を設 

置し、又は管理する者は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等） 

第 14条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築（用途の変更をして特別特定建築

物にすることを含む。以下この条において同じ。）をしようとするときは、当該特別特定建築物（次

項において「新築特別特定建築物」という。）を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構

造及び配置に関する政令で定める基準（以下「建築物移動等円滑化基準」という。）に適合させなけ

ればならない。 

２ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に

適合するように維持しなければならない。 

３ （略） 

４ （略） 

５ 建築主等（第１項から第３項までの規定が適用される者を除く。）は、その建築をしようとし、又は

所有し、管理し、若しくは占有する特別特定建築物（同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同

じ。）を建築物移動等円滑化基準（同項の条例で付加した事項を含む。第 17条第３項第１号を除き、

以下同じ。）に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（特定建築物の建築主等の努力義務等） 

第 16条 建築主等は、特定建築物（特別特定建築物を除く。以下この条において同じ。）の建築（用途

の変更をして特定建築物にすることを含む。次条第１項において同じ。）をしようとするときは、当

該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

２ 建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特

定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

３ （略） 

 

（注）１ 下線は当局が付した。 

２ 法第 14 条第１項に定める規模は、床面積（増築若しくは改築又は用途の変更の場合であっては、当該増築若し

くは改築又は用途の変更に係る部分の床面積）の合計 2,000㎡とされている（令第 10条）。 
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表１－(2)   バリアフリー法による建築物に対する規制の概要 

  

 
 

 

13 公衆浴場 

14 飲食店 

15 理髪店又はクリーニング取

次店、質屋、貸衣装屋、銀行そ

の他これらに類するサービス

行を営む店舗 

16 車両の停車場又は船舶若し

くは航空機の発着場を構成す

る建築物で旅客の乗降又は待

合いの用に供するもの 

17 自動車の停留又は駐車のた

めの施設（一般公共の用に供さ

れるものに限る。） 

18 公衆便所 

19 公共用歩廊 

建築物 

特定建築物（法２条 16号） 

特別特定建築物（法２条 17号） 

１ 特別支援学校 

２ 病院又は診療所 

３ 劇場、観覧場、映画館又は演劇場 

４ 集会場又は公会堂 

５ 展示場 

６ 百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗 

７ ホテル又は旅館 

８ 保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 

９ 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム

その他これらに類する 

10 老人福祉センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

11 体育館（一般公共の用に供されるも

のに限る。）、水泳場（一般公共の用に

供されるものに限る。）若しくはボー

リング場又は遊技場 

12 博物館美術館又は図書館 

15 飲食店又はキャバレー、料理

店、ナイトクラブ、ダンスホー

ルその他これらに類するもの 

16 理髪店又はクリーニング取次

店、質屋、貸衣装屋、銀行その

他これらに類するサービス行を

営む店舗 

17 自動車教習所又は学習塾、華

道教室、囲碁教室その他これら

に類するもの 

18 工場 

19 車両の停車場又は船舶若しく

は航空機の発着場を構成する建

築物で旅客の乗降又は待合いの

用に供するもの 

20 自動車の停留又は駐車のため

の施設 

21 公衆便所 

22 公共用歩廊 

１ 学校 

２ 病院又は診療所 

３ 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

４ 集会場又は公会堂 

５ 展示場 

６ 卸売市場又は百貨店、マーケットそ

の他の物品販売業を営む店舗 

７ ホテル又は旅館 

８ 事務所 

９ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

10 老人ホーム、保育所、身体障害者福

祉ホームその他これらに類するもの 

11 老人福祉センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

12 体育館、水泳場、ボーリング場その

他これらに類する運動施設又は遊技

場 

13 博物館、美術館又は図書館 

14 公衆浴場 

(注)一定規模＝2,000㎡ 

(注)建築物特定施設＝出入口、廊下、階

段、傾斜路、エレベーター、便所、

敷地内通路、駐車場 等（法２条 18

号） 

・一定規模以上の建築（用途変更を

含む。）について、建築物移動等

円滑化基準適合義務（法 14 条１

項、２項） 

・上記規模未満の建築物の新築及び

既存建築物について、建築物移動

等円滑化基準適合への努力義務 

（法 14条５項） 

建築（用途変更を含む。）、建築物

特定施設の修繕又は模様替えに

ついて、建築物移動等円滑化基準

適合への努力義務 

（法 16条１項、２項） 

移動等円滑化のために必要な措置

の実施について努力義務（法６条） 

 
高齢者、障害者等が円滑に利用でき

るようにするために必要な建築物

特定施設の構造及び配置に関する

基準（令 10条～23条） 

・車いす使用者と人がすれ違える通

路幅の確保 

・車いす使用者用トイレの設置 等 

建築物移動等円滑化基準 

 

多数の者が利用する建築物 

（注） 本表はバリアフリー法、同法施行令等から当局が作成した。 
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表１－（3） バリアフリー法による建築物移動等円滑化基準の概要 
建築物 
特定施設 

一般基準 
移動等円滑化経路上 
である場合の基準 

視覚障害者移動等円滑化経路
上である場合 

出入口 
（建築物） 

― 

【令第 18条第２項第二号】 
○幅は 80cm以上 
○戸を設ける場合は自動開閉す
る構造等とし、当該戸の前後
の高低差の設定不可 

― 

廊下等 
（屋内） 

【令第 11条】 
○表面は粗面又は滑りにくい材料での仕上げ  
○階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等
の部分に点状ブロック等を敷設 

【令第 18条第２項第三号】 
○幅は 120cm以上 
○戸を設ける場合は自動開閉す
る構造等とし、当該戸の前後
の高低差の設定不可 

― 

階段 
（屋内） 

【令第 12条】 
○踊場を除き、手すりの設置 
○路面端部とその周囲の部分との色の明度
等の差による段の容易な識別 

○つまずきの原因となるものを設けない構造  
○段がある部分の上端に近接する踊場部分
に点状ブロック等を敷設 

○主たる階段は、回り階段以外 

【令第 18条第２項第一号】 
○階段、段は設置不可 
（傾斜路、エレベーター等を併
設する場合は除く） 

― 

傾斜路 
(屋内の階段  
に代わり又
はこれに併
設するもの)  

【令第 13条】 
○勾配が12分の１を超え、又は高さが16cm
を超える傾斜部分に手すり設置 

○傾斜部分の上端に近接する踊場部分に、
点状ブロック等を敷設 

【令第 18条第２項第四号】 
○幅は 120cm以上 
（階段に併設の場合 90cm以上） 
○勾配は 12分の１以下 
（高さ 16cm以下の場合は８分
の１以下） 

― 

エレベータ
ー等 

【令第 19条】 
○エレベーター等が設置されていることを
示す標識を設置 

【令第 18条第２項第五号】 
○かご（人を乗せ昇降する部分）
の出入口の幅は 80cm以上 

○かごの奥行きは 135cm以上 
             等 

― 

便所 

【令第 14条】 
○便所内に車いす使用者用便房を一以上設置  
（男女区分がある場合はそれぞれ一以上） 
○便所内にオストメイト用設備を設けた便
房を一以上設置（同上） 

○男子便所に床置式小便器等を一以上設置 
【令第 19条】 
○車いす使用者用便房、オストメイト用設
備付近に、これら施設があることを表示
する標識を設置 

【令第 20条】 
○建築物又はその敷地には、車いす使用者
用便房、オストメイト用設備等の配置を
表示した案内板等を設置 

【令第 18条第２項第一号】 
○階段、段は設置不可 
（傾斜路、エレベーター等を併
設する場合は除く） 

【令第 18条第２項第七号】 
○幅は 120cm以上 
○傾斜路 

・幅は 120cm以上（段に併設
された場合 90cm以上） 

・勾配は 12分の一以下（高
さ 16cm以下）  

― 

敷地内 
通路 

（屋外） 

【令第 16条】 
○段がある部分 
・手すりを設置 
・路面端部とその周囲の部分との色の明

度等の差による段の容易な識別 
○傾斜路 
 ・勾配が 12分の１を超え、又は高さが

16cmを超える傾斜部分に手すり設置 
・傾斜路前後の通路との色の明度差等の

差による傾斜路の容易な識別 

― 

【令第 21条第２項】 
○道等から案内所又は点字等
による案内板に至る経路に
視覚障害者誘導用ブロック
を敷設 

○同経路上の斜路に接する部
分に点状ブロック等を敷設 

○同経路上の段又は傾斜があ
る部分の上端に近接する部
分に点状ブロック等を敷設 

駐車場 

【令第 17条】 
○車いす使用者用駐車施設を一以上設置 
○同駐車施設の幅は 350cm以上 
○同駐車施設は利用居室までの経路の長さ
ができるだけ短くなる位置に設置 

【令第 19条】 
○車いす使用者用駐車施設付近に、同施設
があることを表示する標識を設置 

【建築設計標準】 
○床は水平とする。 
○路面に、車いす使用者用の国際シンボル
マークを塗装 

― ― 

（注） 本表はバリアフリー法、同法施行令等から当局が作成した。  
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表１－(4)－① 視覚障害者移動等円滑化経路に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されていないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A15-１-１ 香川 高松法務局観
音寺支局 

同左 視覚障害者移動等円滑化経路に視覚障害者
誘導用ブロックが敷設されていない。 

令 
21条 

A17-１-１ 香川 坂出労働基準
監督署 

同左 同上 同上 

A19-１-１ 香川 観音寺労働基
準監督署 

同左 同上 同上 

B３-１-２ 高知 
 

高知港湾合同
庁舎 

高知海上保
安部 

視覚障害者移動等円滑化経路(一部)に視覚
障害者誘導用ブロックが敷設されていな
い。 

同上 
 

B16-１-１ 高知 高知運輸支局
大津庁舎 

高知運輸支
局 

同上 同上 

（注）１． 本表は、当局及び高知行政評価事務所の調査結果による（以下、表１－（12）まで同様）。 
２． 「根拠規定」欄について、ⅰ）「令」は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行令、ⅱ）「設計標準」は、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」
(国土交通省)、ⅲ）「基本方針」は、「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を示す（以下、
表１－（12）まで同様）。 

 
 
表１－(4)－②  視覚障害者移動等円滑化経路の視覚障害者誘導用ブロック上に、玄関マット等の障 

害物が置かれているもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A５-１-１ 香川 坂出合同庁舎 坂出税務署 視覚障害者誘導用ブロック上に玄関マット
が敷かれている。 

令 
21条 

A10-１-１ 香川 丸亀税務署 同左 視覚障害者誘導用ブロック上に障害物（ホワ
イトボード）が置かれている。 

同上 

A13-１-２ 香川 土庄税務署 同左 視覚障害者誘導用ブロック上の扉が閉鎖され
ている。 

同上 

A25-１-１ 香川 土庄公共職業
安定所 

同左 視覚障害者誘導用ブロック上に玄関マット
が敷かれている。 

同上 

A26-１-１ 香川 四国運輸局香
川運輸支局 

同左 視覚障害者誘導用ブロック上に玄関マット
が敷かれている。 

同上 

B１-１-２ 高知 高知地方合同
庁舎 

中国四国農
政局高知地
域センター 

視覚障害者誘導用ブロック上に障害物（立
て看板）が置かれている。 

同上 

 
 
表１－(4)－③   視覚障害者移動等円滑化経路の視覚障害者誘導用ブロックの組み合わせや誘導先等 

が適切でないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A14-１-１ 香川 高松法務局丸
亀支局 

同左 視覚障害者移動等円滑化経路上の線状ブロ
ックが誤った方向に敷設されている。 

令 
21条 

A21-１-１ 香川 坂出公共職業
安定所 

同左 視覚障害者移動等円滑化経路上の線状ブロッ
クと点状ブロックが逆に敷設されている。 

同上 

A22-１-１ 香川 丸亀公共職業
安定所 

同左 視覚障害者移動等円滑化経路上の線状ブロ
ックが誤った方向に敷設されている。 

同上  

B３-１-２ 
（再掲） 

高知 
 

高知港湾合同
庁舎 

高知海上保
安部 

庁舎内に敷設されている視覚障害者誘導用ブ
ロックによる誘導経路が適切でない（空室
（旧事務室）へ誘導されている。）。 

同上 

B５-１-１ 高知 須崎第２地方
合同庁舎 

須崎税務署 線状ブロック等を敷設すべき位置に点状ブロ
ック等が敷設されている。 

同上 

B６-１-１ 
 

高知 土佐山田地方
合同庁舎 

高知地方法
務局香美支

エレベーター前に敷設されている点状ブロッ
ク等の位置が適切でない等 

同上 
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局 

B８-１-３ 高知 中村地方合同
庁舎 

高知地方法
務局四万十
支局 

線状ブロック等を敷設すべき位置に点状ブロ
ック等が敷設されており、また、エレベータ
ー前に敷設されている点状ブロック等の位置
が適切でない。 

令 
21条 

B10-１-１ 高知 高知労働総合
庁舎 

高知労働局 エレベーター前に敷設されている点状ブロッ
ク等の位置が適切でない。 

同上 

Ｂ11-１-３ 高知 高知地方法務
局いの支局 

同左 線状ブロック等を敷設すべき位置に点状ブロ
ック等が敷設されている。 

同上 

Ｂ13-１-１ 高知 伊野税務署 同左 同上 同上 

Ｂ15-１-１ 高知 いの公共職業
安定所 

同左 同上 同上 

 
 

表１－(4)－④ その他、道に接する部分に敷設されている点状ブロック等が老朽化により浮いている 

       もの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A５-１-２ 香川 坂出合同庁舎 坂出税務署 視覚障害者誘導用ブロックとその周囲の床
面との明度差等が小さい。 

令 
21条 
設計 
標準 

A11-１-２ 香川 観音寺税務署 同左 道に接する部分に敷設されている点状ブロッ
ク等が老朽化により浮いている。 

令 
21条 

B11-１-２ 高知 高知地方法務
局いの支局 

同左 視覚障害者誘導用ブロックとその周囲の床
面との明度差等が小さい等 

令 
21条 
設計 
標準 

 
 
表１－(5) 移動等円滑化経路上の傾斜路が急勾配となっているもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A２-６-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 移動等円滑化経路上のエレベーターが故障
し利用できない。 

令 
18条 

A８-１-２ 香川 高松国税総合
庁舎 

高松国税局 移動等円滑化経路上の傾斜路が基準を超え
て急勾配となっている。 

同上 

A23-１-１ 香川 観音寺公共職
業安定所 

同左 車いす使用者用駐車施設から傾斜路へ至る通
路上に来客者のバイクや自転車が駐輪してお
り、通行の障害となっている。 

同上 

A24-１-１ 香川 さぬき公共職
業安定所 

同左 移動等円滑化経路上に設けられた門扉用のレ
ールの溝が深く、車いすの前輪が落ち込み通
行が困難となっている。 

同上 

 
 
表１－（6)  階段の上端部に近接する廊下等部分に点状ブロック等が敷設されていないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A２-４-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 階段の上端部に近接する廊下等部分に点状
ブロック等が敷設されていない。 

令 
11条 

A３-４-１ 香川 高松港湾合同
庁舎 

同上 同上 同上 

A17-４-１ 香川 坂出労働基準
監督署 

同左 同上 同上 

A21-４-１ 香川 坂出公共職業
安定所 

同左 同上 同上 
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A24-４-１ 
 

香川 さぬき公共職
業安定所 

同左 階段の上端部に近接する廊下等部分に点状
ブロック等が敷設されていない。 

令 
11条 

B16-４-１ 
 

高知 高知運輸支局
大津庁舎 

高知運輸支
局 

同上 同上 

 
 
表１－(7) 階段に手すりが設けられていない、踏面端部とその周囲の部分との明度差等が小さいもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A２-５-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 階段上端部に近接する踊場の部分に点状ブ
ロック等が敷設されていない。 

令 
12条 

A２-５-２ 香川 同上 同上 階段に手すりが設けられていない上、階段
の踏面端部とその周囲の部分との明度差等
も小さい。 

同上 

A４-５-１ 香川 坂出港湾合同
庁舎 

坂出税関支
署 

階段に手すりが設けられていない。 同上 

A14-５-１ 香川 高松法務局丸
亀支局 

同左 階段の踏面端部とその周囲の部分との明度差
等が小さい。 

同上 

B１-５-１ 
 
 

高知 高知地方合同
庁舎 

中国四国農
政局高知地
域センター 

同上 同上 

B２-５-１ 
 

高知 高知よさこい
咲都合同庁舎 

高知財務事
務所 

階段の踏面端部とその周囲の部分との色が同
一で明度差等がない。 

同上 

B４-５-１ 
 

高知 須崎地方合同
庁舎 

須崎公共職
業安定所 

階段の踏面端部とその周囲の部分との色の明
度差等が小さい。 

同上 

B６-５-１ 
 

高知 土佐山田地方
合同庁舎 

高知地方法
務局香美支
局 

同上 同上 

B７-５-１ 
 

高知 安芸地方合同
庁舎 

高知地方法
務局安芸支
局 

同上 同上 

B８-５-１ 
 

高知 中村地方合同
庁舎 

高知地方法
務局四万十
支局 

同上 同上 

B10-５-１ 
 

高知 高知労働総合
庁舎 

高知労働局 同上 同上 

 
 
表１－(8) 便所について、オストメイト対応の便房が設けられていないもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A２-７-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

A２-７-２ 香川 同上 同上 車いす利用者用便房の「呼び出しボタン」
が故障して作動しない。  

設計 
標準 

A３-７-１ 香川 高松港湾合同
庁舎 

同上 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

A４-７-１ 香川 坂出港湾合同
庁舎 

坂出税関支
署 

同上 同上 

A５-７-１ 香川 坂出合同庁舎 坂出税務署 同上 同上 

A６-７-１ 香川 大内地方合同
庁舎 

東かがわ労
働基準監督
署 

同上 同上 

A７-７-１ 香川 高松法務合同
庁舎 

高松高等検
察庁 

同上 同上 

A８-７-１ 香川 髙松国税総合
庁舎 

高松国税局 同上 同上 
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A９-７-１ 香川 四国財務局 同左 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

A10-７-１ 香川 丸亀税務署 同左 同上 同上 

A11-７-１ 香川 観音寺税務署 同左 同上 同上 

A11-７-２ 香川 同上 同左 車いす利用者用トイレの出入口について、円
滑に出入り可能な幅員が確保されていない。 

設計 
標準 

A12-７-１ 香川 長尾税務署 同左 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

A13-７-１ 香川 土庄税務署 同左 同上 同上 

A14-７-１ 香川 高松法務局丸
亀支局 

同左 同上 同上 

A15-７-１ 香川 高松法務局観
音寺支局 

同左 同上 同上 

A16-７-１ 香川 高松法務局寒
川出張所 

同左 オストメイト対応の便房が設けられている
が、その旨の表示がない。 

令 
19条 

A17-７-１ 香川 坂出労働基準
監督署 

同左 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

A20-７-１ 香川 高松公共職業
安定所 

同左 同上 
 

同上 

A21-７-１ 香川 坂出公共職業
安定所 

同左 同上 
 

同上 

A22-７-１ 香川 丸亀公共職業
安定所 

同左 同上 
 

同上 

A23-７-１ 香川 観音寺公共職
業安定所 

同左 同上 
 

同上 

A24-７-１ 香川 さぬき公共職
業安定所 

同左 同上 同上 

A25-７-１ 香川 土庄公共職業
安定所 

同左 同上 
 

同上 

A26-７-１ 香川 四国運輸局香
川運輸支局 

同左 同上 
 

同上 

B１-７-１ 高知 高知地方合同
庁舎 

中国四国農
政局高知地
域センター 

同上 
 

同上 

B３-９-１ 高知 高知港湾合同
庁舎 

高知海上保
安部 

オストメイト対応の便房が設けられている
が、その旨の表示がない。 

令 
20条 

B４-７-１ 高知 須崎地方合同
庁舎 

須崎公共職
業安定所 

オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

B４-７-２ 高知 同上 同上 壁掛式である男子小便器の受け口の高さが基
準（35㎝以下）を超えている。 

同上 

B６-７-１ 高知 土佐山田地方
合同庁舎 

高知地方法
務局香美支
局 

オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

同上 

B７-７-１ 高知 安芸地方合同
庁舎 

高知地方法
務局安芸支
局 

同上 同上 

B８-９-１ 高知 中村地方合同
庁舎 

高知地方法
務局四万十
支局 

オストメイト対応の便房が設けられている
が、その旨の表示がない。 

令 
20条 

B10-７-１ 高知 高知労働総合
庁舎 

高知労働局 オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

B11-７-1 高知 高知地方法務
局いの支局 

同左 同上 同上 

B12-７-1 高知 南国税務署 同左 同上 同上 

B13-７-1 高知 伊野税務署 同左 同上 同上 
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B15-７-1 
 

高知 
 

いの公共職業
安定所 

同左 
 

オストメイト対応の便房が設けられていな
い。 

令 
14条 

B16-７-1 高知 高知運輸支局
大津庁舎 

高知運輸支
局 

同上 同上 

 
 
表１－(9)  玄関へ通ずる段や傾斜路に手すりが設けられていない、段の踏面端部とその周囲の部分 

との明度差等がない又は小さいもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A２-１-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等がない。 

令 
16条 

A３-１-１ 香川 高松港湾合同
庁舎 

同上 段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等がない上、
段鼻が突き出している。 

同上 

A４-１-１ 香川 坂出港湾合同
庁舎 

坂出税関支
署 

段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等が小さい
上、段鼻が突き出している。 

同上 

A８-１-１ 
 

香川 高松国税総合
庁舎 

高松国税局 段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等がない上、
段鼻が突き出している。 

同上 

A11-１-１ 香川 観音寺税務署 同左 段に手すりが設けられていない。 同上 

A13-１-１ 
 

香川 土庄税務署 同左 段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等が小さい。 

同上 

A15-１-２ 香川 高松法務局観
音寺支局 

同左 同上 同上 

A17-１-２ 
 

香川 坂出労働基準
監督署 

同左 同上 同上 

A18-１-１ 
 

香川 丸亀労働基準
監督署 

同左 段に手すりが設けられておらず、踏面端部
とその周囲の部分との明度差等がない。 

同上 

A19-１-２ 
 

香川 観音寺労働基
準監督署 

同左 段の踏面端部とその周囲の部分との明度差
等が小さい。 

同上 

A24-１-２ 香川 さぬき公共職
業安定所 

同左 同上 同上 

A26-１-２ 香川 四国運輸局香
川運輸支局 

同左 同上 同上 

B１-１-１ 高知 高知地方合同
庁舎 

中国四国農
政局高知地
域センター 

段に手すりが設けられておらず、踏面端部と
その周囲の部分との明度差等が小さい。 

同上 

B３-１-１ 高知 高知港湾合同
庁舎 

高知海上保
安部 

段に手すりが設けられておらず、踏面端部と
その周囲の部分との明度差等がない。 

同上 

B４-１-１ 高知 須崎地方合同
庁舎 

須崎公共職
業安定所 

段に手すりが設けられておらず、踏面端部と
その周囲の部分との明度差等が小さい。 

同上 

B８-１-１ 高知 中村地方合同
庁舎 

高知地方法
務局四万十
支局 

段に手すりが設けられておらず、踏面端部と
その周囲の部分との明度差等がない。 

同上 

B８-１-２ 高知 同上 同上 玄関へ通ずる傾斜路に手すりが設けられてい
ない。 

同上 

B11-１-１ 高知 
 

高知地方法務
局いの支局 

同左 段の踏面端部とその周囲の部分との明度差
等が小さい。 

同上 

B12-１-１ 高知 南国税務署 同左 同上 同上 
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表１－(10)  車いす使用者用駐車施設が傾斜面に設けられている、路面の案内表示が消えかけている 
もの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A４-８-１ 香川 坂出港湾合同
庁舎 

坂出税関支
署 

車いす使用者用駐車施設について、①路面
表示が消えかけている、②案内標識（立て
看板等）がない、③配置上、縦列駐車とな
り、隣の駐車場に駐車された場合、入庫（利
用）しづらい。 （３事例） 

令
17 、
19 条 
設計 
標準 

A５-８-１ 香川 坂出合同庁舎 坂出税務署 車いす使用者用駐車施設の位置を示す標識
（立て看板等）がない。 

令 
19条 

A６-８-１ 香川 大内地方合同
庁舎 

東かがわ労
働基準監督
署 

車いす使用者用駐車施設が傾斜面に設けられ
ている。 

令 
17 条
設計 
標準 

A６-８-２ 
 

香川 同上 同上 車いす使用者用駐車施設の位置を示す路面表
示が消えかけている。 

同上 

A14-８-１ 香川 高松法務局丸
亀支局 

同左 同上 同上 

A17-８-１ 
 

香川 坂出労働基準
監督署 

同左 車いす使用者駐車施設の幅が確保されていな
い。 

令 
17条 

A19-８-１ 
 

香川 観音寺労働基
準監督署 

同左 同上 同上 

B10-８-１ 高知 高知労働総合
庁舎 

高知労働局 車いす使用者用駐車施設の位置を示す路面表
示が消えかけている。 

令 
17 条
設計 
標準 

 
 
表１－(11) その他、玄関に設置された身体障害者用インターホンが故障しており利用できないもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A６-９-１ 香川 大内地方合同
庁舎 

東かがわ労
働基準監督
署 

玄関に設置された身体障害者用インターホン
が故障しており利用できない。 

設計 
標準 

A23-９-１ 香川 観音寺公共職
業安定所 

同左 玄関前に設置されていた身体障害者用インタ
ーホンが耐震工事により撤去されたままとな
っている。 

同上 

 
 
表１－(12)  庁舎のバリアフリー情報がホームページで提供されていないもの等 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件   名 
根拠
規定 

A１-10-１ 香川 高松サンポー
ト合同庁舎 

四国地方整
備局 

庁舎のバリアフリー情報がホームページで提
供されていない。 

基本 
方針 

A２-10-１ 香川 高松第２地方
合同庁舎 

四国運輸局 同上 
 

同上 

A３-10-１ 香川 高松港湾合同
庁舎 

同上 同上 
 

同上 

A４-10-１ 香川 坂出港湾合同
庁舎 

坂出税関支
署 

同上 同上 

A６-10-１ 香川 大内地方合同
庁舎 

東かがわ労
働基準監督
署 

同上 同上 

A７-10-１ 香川 高松法務合同
庁舎 

高松高等検
察庁 

同上 同上 
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A９-10-１ 香川 四国財務局 同左 庁舎のバリアフリー情報がホームページで提
供されていない。 

基本 
方針 

A14-10-１ 香川 高松法務局丸
亀支局 

同左 
 

同上 同上 

A15-10-１ 香川 高松法務局観
音寺支局 

同左 
 

同上 同上 

A16-10-１ 香川 高松法務局寒
川出張所 

同左 
 

同上 同上 

A17-10-１ 香川 坂出労働基準
監督署 

同左 
 

同上 同上 

A18-10-１ 香川 丸亀労働基準
監督署 

同左 
 

同上 同上 

A19-10-１ 香川 観音寺労働基
準監督署 

同左 
 

同上 同上 

A20-10-１ 香川 高松公共職業
安定所 

同左 
 

同上 同上 

A21-10-１ 香川 坂出公共職業
安定所 

同左 
 

同上 同上 

A22-10-１ 香川 丸亀公共職業
安定所 

同左 
 

同上 同上 

A23-10-１ 香川 観音寺公共職
業安定所 

同左 
 

同上 同上 

A24-10-１ 
 

香川 さぬき公共職
業安定所 

同左 
 

同上 同上 

A25-10-１ 
 

香川 土庄公共職業
安定所 

同左 
 

同上 同上 

A26-10-１ 
 

香川 四国運輸局 
香川運輸支局 

同左 
 

同上 同上 

B１-10-１ 高知 高知地方合同
庁舎 

中国四国農
政局高知地
域センター 

同上 同上 

B２-10-１ 高知 高知よさこい
咲都合同庁舎 

高知財務事
務所 

同上 同上 

B３-10-１ 
 

高知 高知港湾合同
庁舎 

高知海上保
安部 

同上 同上 

B４-10-１ 高知 須崎地方合同
庁舎 

須崎公共職
業安定所 

同上 同上 

B５-10-１ 高知 須崎第２地方
合同庁舎 

須崎税務署 バリアフリー情報がホームページで提供さ
れているが、整備済みバリアフリー施設に
係る情報が一部掲示されていない。 

同上 

B６-10-１ 
 

高知 土佐山田地方
合同庁舎 

高知地方法
務局香美支
局 

庁舎のバリアフリー情報がホームページで提
供されていない。 

同上 

B７-10-１ 高知 安芸地方合同
庁舎 

高知地方法
務局安芸支
局 

同上 同上 

B８-10-１ 高知 中村地方合同
庁舎 

高知地方法
務局四万十
支局 

同上 
 

同上 

B９-10-１ 
 

高知 高知法務総合
庁舎 

高知地方検
察庁 

同上 
 

同上 

B10-10-１ 高知 高知労働総合
庁舎 

高知労働局 同上 同上 

B11-10-１ 高知 高知地方法務
局いの支局 

同左 同上 同上 
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B14-10-１ 
 

高知 高知公共職業
安定所 

同左 バリアフリー情報がホームページで提供さ
れているが、整備済みバリアフリー施設に
係る情報が一部掲示されていない。 

基本 
方針 

B15-10-１ 高知 いの公共職業
安定所 

同左 庁舎のバリアフリー情報がホームページで提
供されていない。 

同上 

B16-10-１ 
 

高知 高知運輸支局
大津庁舎 

高知運輸支
局 

同上 同上 
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２ 受動喫煙防止対策の実施状況 

通          知 説明図表番号 

【制度の概要】 

健康増進法（平成 14年法律第 103号）第 25条により、学校、体育館、病院、劇場、

観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が

利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこ

れに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するた

めに必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。 

厚生労働省は、「受動喫煙防止対策について」（平成 22年２月 25日付け健発第 0225

第２号厚生労働省健康局長通知）及び「受動喫煙防止対策の徹底について」（平成 24

年 10月 29日付け健発 1029第５号厚生労働省健康局長通知）において、多数の者が利

用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきであり、少なくとも

官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましいとした上で、全面禁煙

が極めて困難である場合においては、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出

ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある

とされている。 

また、「受動喫煙防止対策について」（平成 22 年７月 30 日付け厚生労働省健康局総

務課生活習慣病対策室長事務連絡）において、健康増進法第 25条の「受動喫煙」には、

施設の出入口付近に設けられている喫煙場所から施設内に流れ込んだ他人のたばこの

煙を吸わされることも含んでおり、施設を訪れる人が、その出入口において、たばこ

の煙に曝露されることも指摘されていることから、喫煙場所を施設の出入口から極力

離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。 

さらに、平成 25年２月には、未だに、施設出入口付近に喫煙場所が設けられ、その

結果、施設利用者が喫煙場所からのたばこの煙の曝露を受ける事例が指摘されている

ことから、「受動喫煙防止対策について」（平成 25 年２月 12 日付け厚生労働省健康局

がん対策・健康増進課長事務連絡）において、22 年健康局長通知の趣旨及び 22 年事

務連絡に鑑みて、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置が講じられ

るよう、関係方面へ改めて周知を図っている。 

 

【調査結果】 

今回、調査した42庁舎について受動喫煙防止対策の実施状況を調査したところ、次

のとおり、庁舎出入口付近に灰皿を置いただけの喫煙場所が設けられているなど、庁

舎利用者に対する受動喫煙防止対策が不十分なものが10庁舎（香川７庁舎、高知３庁

舎）（注）みられた。 

（注）庁舎数は、事例が確認された実庁舎数であり、個々の事例に係る庁舎数の合計とは一致しな 

い。 

①  庁舎出入口付近に灰皿を置いただけの喫煙場所が設けられているもの。９庁舎

（香川６庁舎、高知３庁舎） 

②  高齢者、障害者等が利用している屋外傾斜路の途中に喫煙場所が設けられてい

るもの。１庁舎（香川） 

③  庁舎内に喫煙場所が設けられているが、間仕切りや排気装置がないなど、非喫

煙場所へのたばこの煙の流出防止措置が講じられていないもの。１庁舎（高知） 

 

【所見】 

 したがって、関係行政機関は、受動喫煙防止対策を推進する観点から、下部機関を

含め、受動喫煙防止対策の実施状況について点検するとともに、次の措置を講ずる必
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要がある。 

①  庁舎出入口付近等に灰皿を置き喫煙場所としているものについては、喫煙場所

を受動喫煙のおそれのない場所に移動すること。 

②  庁舎内の喫煙場所においてたばこの煙の流出防止措置を講じていないものにつ

いては、適切な受動喫煙防止対策を実施すること。 
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 表２－（１） 健康増進法（平成 14年法律第 103号）（抜粋） 

第 25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食

店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内

又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。）を防止するために必

要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

表２－（２） 受動喫煙防止対策について（平成 22年２月 25日付け厚生労働省健康局長通知）（抜粋） 

３ 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性 

  今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、

原則として全面禁煙であるべきである。一方で、全面禁煙が極めて困難な場合等においては、当面、

施設の態様や利用者のニーズに応じた適切な受動喫煙防止対策を進めることとする。 

また、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための

配慮が必要である。 

 

４ 受動喫煙防止措置の具体的方法 

（１）施設･区域における受動喫煙防止対策 

全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の

基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙である

べきである。全面禁煙を行っている場所では、その旨を表示し周知を図るとともに、来客者等にも

理解と協力を求める等の対応をとる必要がある。 

また、少なくとも官公庁や医療施設においては、全面禁煙とすることが望ましい。 

（２）全面禁煙が極めて困難である施設・区域における受動喫煙防止対策 

全面禁煙が極めて困難である場合には、施設管理者に対して、当面の間、喫煙可能区域を設定す

る等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。 

全面禁煙が極めて困難である場合においても、「分煙効果判定基準策定検討会報告書」（平成 14

年６月）等を参考に、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、

適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。喫煙可能区域を設定した場合において

は、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可

能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる必要がある。例えば、当該区

域が喫煙可能区域であり、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示す

る等の措置が考えられる。 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

表２－（３） 受動喫煙防止対策について（平成 22年７月 30日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病

対策室長事務連絡）（抜粋） 

法第 25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流

れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、

必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。 

なお、施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているとこ

ろであり、この点についても、御配慮頂きたい。 

（注） 下線は当局が付した。 
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表２－（４） 調査対象庁舎の受動喫煙防止対策実施状況一覧 

区分 調査対象庁舎 庁舎外の喫煙場所の有無 事例の有無 

庁
舎
内
全
面
禁
煙 

坂出港湾合同庁舎 ○ 
 

坂出合同庁舎 ○ 
 

大内地方合同庁舎 ○ ○ 
丸亀税務署 ○ ○ 
観音寺税務署 ○ 

 
高松法務局観音寺支局 

  
坂出労働基準監督署 ○ ○ 
丸亀労働基準監督署 ○ ○ 
観音寺労働基準監督署 

  
高松公共職業安定所 ○ 

 
坂出公共職業安定所 ○ 

 
丸亀公共職業安定所 ○ 

 
観音寺公共職業安定所 ○ 

 
さぬき公共職業安定所 ○ ○ 
土庄公共職業安定所 ○ ○ 
高知よさこい咲都合同庁舎 ○  
高知港湾合同庁舎 ○ ○ 
土佐山田地方合同庁舎 ○ ○ 
安芸地方合同庁舎 ○  
中村地方合同庁舎 ○  
高知法務総合庁舎 ○  
高知地方法務局いの支局 ○  
南国税務署 ○  
伊野税務署   
いの公共職業安定所 ○   

 小計 25庁舎 22庁舎 ８庁舎 

空
間
分
煙 

高松サンポート合同庁舎 
  

高松第 2合同庁舎 
  

高松港湾合同庁舎 
  

高松法務合同庁舎 
  

高松国税総合庁舎 ○ 
 

四国財務局 ○ 
 

長尾税務署 ○ ○ 
土庄税務署 

  
高松法務局丸亀支局 

  
高松法務局寒川出張所 

  
香川運輸支局 ○ 

 
高知地方合同庁舎 ○ ○ 
須崎地方合同庁舎   
須崎第２地方合同庁舎   
高知労働総合庁舎   
高知公共職業安定所   
高知運輸支局大津庁舎   

 
 

小計 17庁舎 ５庁舎 ２庁舎 

合計 42庁舎 27庁舎 10庁舎 

（注） 本表は、当局及び高知行政評価事務所の調査結果による。 
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表２－（５） 庁舎出入口付近に灰皿を置いただけの喫煙場所が設けられているもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 

Ａ６-１ 香川 大内地方合同庁舎 東かがわ労働基準監督署 

Ａ10-１ 香川 丸亀税務署 同左 

Ａ12-１ 香川 長尾税務署 同左 

Ａ17-１ 香川 坂出労働基準監督署 同左 

Ａ24-１ 香川 さぬき公共職業安定所 同左 

Ａ25-１ 香川 土庄公共職業安定所 同左 

Ｂ１-１ 高知 高知地方合同庁舎 中国四国農政局高知地域センター 

Ｂ３-１ 高知 高知港湾合同庁舎 高知海上保安部 

Ｂ６-１ 高知 土佐山田地方合同庁舎 高知地方法務局香美支局 

（注） 本表は、当局及び高知行政評価事務所の調査結果による。 

 

表２－（６） 傾斜路の途中に喫煙場所が設けられているもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 

Ａ23-１ 香川 観音寺公共職業安定所 同左 

（注） 本表は、当局の調査結果による。 

 

表２－（７） 庁舎内の喫煙場所から非喫煙場所へのたばこの煙の流出防止措置が講じられていないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 

Ｂ１-１ 高知 高知地方合同庁舎 中国四国農政局高知地域センター 

（注） 本表は、高知行政評価事務所の調査結果による。 
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３ 防災対策の実施状況 

通          知 説明図表番号 

【制度の概要】 

 消防法（昭和 23年法律第 186号）第８条第１項では、多数の人を収容する防火対象

物の管理について権原を有する者に対して、自主防災管理体制の中核となる防火管理

者を選任し、消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練（以下「消

防訓練」という。）の定期的な実施、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理等、

防火管理上必要な業務を行わせなければならないとされている。同規定の対象となる

国の庁舎は、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）第１条の２により建物全体の収

容人員（従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を３平

方メートルで除して得た数の合算した数）が 50人以上のものとされている。 

 また、消防計画の作成を要する庁舎のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策

の推進に関する特別措置法（平成 14年法律第 92号。以下「地震防災特措法」という。）

第５条第１項の規定に基づき作成された「東南海・南海地震防災対策推進基本計画」

（平成 16年３月中央防災会議）別表に示す区域に所在する庁舎については、消防法施

行規則（昭和 36年自治省令第６号）第３条第６項において、消防計画に、地震防災特

措法第７条の規定に基づく、ⅰ）東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な

避難の確保に関する事項、ⅱ）東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関する事項、

ⅲ）地震防災上必要な教育及び広報に関する事項を定めた東南海･南海地震防災対策計

画（以下「対策計画」という。）に係る事項を定めなければならないとされている。 

 

【調査結果】 

 今回、調査対象とした 42 庁舎のうち消防計画の作成等が義務付けられている 25 庁

舎（香川 17庁舎、高知８庁舎）（注３）について、防災対策の実施状況を調査したとこ

ろ、次のとおり、防災対策が不十分なものが８庁舎（香川５庁舎、高知３庁舎）（注４）

みられた。 

(注３)このうち、対策計画の作成義務のあるもの７庁舎（香川３庁舎，高知４庁舎） 

（注４）庁舎数は、事例が確認された実庁舎数であり、個々の事例に係る庁舎数の合計とは一致しな 

い。 

①  防火管理者を選任しておらず、消防計画、消防訓練も作成、実施していないも

の １庁舎（香川） 

②  消防計画で定めている消防訓練等を実施していないもの ５庁舎（香川２庁舎、

高知３庁舎） 

③  防火戸付近に閉鎖障害となる物品が置かれているもの １庁舎（香川） 

④  消防計画に対策計画で定めることとされている津波避難等に関する事項を定め

ていないもの ２庁舎（香川１庁舎、高知１庁舎） 

⑤  消防計画に対策計画で定めることとされている津波からの避難場所を具体的に

定めていないもの １庁舎（香川） 

  

【所見】 

 したがって、関係行政機関は、災害発生時における施設利用者の安全対策を推進す

る観点から、下部機関を含め、防災対策の実施状況について点検するとともに、次の

措置を講ずる必要がある。 

①  防火管理者を選任していないものについては、速やかに防火管理者を選任し、

消防計画の作成など防災管理上必要な措置を行うこと。 

②  消防訓練等を実施していないものについては、消防計画に沿って消防訓練等を
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的確に実施すること。 

③  防火戸付近に閉鎖障害となる物品が置かれているものについては、消防計画に

沿って避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を的確に実施すること。 

④  消防計画に対策計画で定めることとされている津波避難等に関する事項を定め

ていないものについては、当該事項に関する規定を整備すること。 

⑤  消防計画に対策計画で定めることとされている津波からの避難場所を具体的に

定めていないものについては、予想される津波高等を考慮して安全な避難場所を

具体的に定めること。 
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表３－（１） 防火管理に関する規定 

○ 消防法（昭和 23年法律第 186号）＜抜粋＞ 

 

〔防火管理者〕 

第８条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大規模

な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める二以上の用途に

供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で

政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火

管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避

難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火

気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員

の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。 

 ２～５（略） 

 

○ 消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）＜抜粋＞ 

 

〔防火管理者を定めなければならない防火対象物等〕 

第１条の２（略） 

 ２（略） 

 ３ 法第８条第１項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。 

一 別表第１に掲げる防火対象物（同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるもの

を除く。次条において同じ。）のうち、次に掲げるもの 

イ、ロ（略）  

ハ 別表第１(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ及び

(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が 50人以上のもの 

  二、三（略） 

 ４ 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。 ＊国の庁舎は、（十五）項に該当 

 

○ 消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号）＜抜粋＞ 

 

〔収容人員の算定方法〕 

 第１条の３ 令第１条の２第 4項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる

防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。 

   

防火対象物の区分＜抜粋＞  算定方法＜抜粋＞ 

令別表第１（十五）項に掲げる防

火対象物 

従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する

部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合

算して算定する。 

 ２（略）  

 

（注） 下線は当局が付した。 
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表３－（２） 津波防災に関する規定 

○ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14 年法律第 92 号）    

＜抜粋＞ 

 

  〔基本計画〕 

 第５条 中央防災会議は、第三条第一項の規定による推進計画の指定があったときは、東南海・南海

地震防災対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）を作成し、及びその実施を推進しなけれ

ばならない。 

 ２、３（略）  

 

〔対策計画〕 

 第７条 推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営するこ

ととなる者（前条第一項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防

災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。）は、あらかじめ、当該施設又は事業ごと

に、対策計画を作成しなければならない。  

一  病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設  

二～四（略）    

 ２、３（略） 

 ４  対策計画は、当該施設又は事業について東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避

難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。 

 ５～８（略） 

 

 〔対策計画の特例〕 

 第８条 前条第１項又は第２項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基

づき、同条第１項の政令で定める施設又は事業に関し同条第４項に規定する事項について定めたと

きは、当該事項について定めた部分（次項において「東南海・南海地震防災規程」という。）は、

当該施設又は事業に係る対策計画とみなしてこの法律を適用する。  

一  消防法（昭和２３年法律第 186号）第８条第１項若しくは第８条の２第１項（これらの規定

を同法第 36条第１項において準用する場合を含む。）に規定する消防計画又は同法第 14条の２

第１項に規定する予防規程  

  二～八（略） 

  ２（略） 

 

○ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令（平成 15年政令第 324号）

＜抜粋＞ 

 

〔対策計画を作成すべき施設又は事業〕 

 第３条  法第７条第１項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に

掲げるもの（第３号から第８号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次

条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。）とする。  

一  消防法施行令（昭和 36年政令第 37号）第１条の２第３項第１号に掲げる防火対象物（同令

別表第一（五）項ロ、（六）項ロ、ハ及びニ、（七）項、（十二）項、（十三）項ロ、（十四）項並

びに（十六）項に掲げるものを除く。）及び同表（十六の三）項に掲げる防火対象物で不特定か

つ多数の者が出入りするもの  

  二～二十四（略） 

  〔対策計画に定めるべき事項〕  
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第５条  法第７条第４項の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての東南海・南海地震に

係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。  

 

○ 東南海・南海地震防災対策推進基本計画（平成 16年３月中央防災会議）＜抜粋＞ 

 

 第３章 東南海・南海地震防災対策計画の基本となるべき事項 

第１節 東南海・南海地震防災対策計画を作成して津波に関する防災対策を講ずべき者について 

    

  法第７条第１項及び第２項の規定に基づき、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災

対策を講ずべき者として基本計画で定める者については、別表に示す区域において、同条第１項各号

及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第３条各号に掲げる施設

又は事業を管理し、又は運営する者とする。 

 

○ 消防法施行規則 ＜抜粋＞ 

 

〔防火管理に係る消防計画〕 

 第３条 防火管理者は、令第４条第３項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並び

にその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、

当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて消防計画を作成し、別記様式第 1

号の２の届出書によりその旨を所轄消防長（消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以

下同じ。）又は消防署長に届け出なければならない。消防計画を変更するときも、同様とする。 

   一、二（略）  

  ２～５（略） 

  ６ 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14年法律第 92号）第

３条第１項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域（次項及び第

４条の２第４項において「推進地域」という。）に所在する令第１条の２第３項第１号に規定す

る防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令（平

成 15年政令第 324号）第３条第１号、第２号、第 13号、第 14号及び第 24号に規定する施設（同

法第６条第１項に規定する者が管理するものを除き、同法第２条第１項に規定する東南海・南海

地震（以下「東南海・南海地震」という。）に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき

者として同法第５条第１項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理

するものに限る。）の防火管理者は、第 1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならな

い。  

一 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。 

二  東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。 

三 東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関す

ること。 

    ７～11（略） 

 

【参考】 調査対象 42庁舎のうち、対策計画の作成義務がある庁舎（７庁舎） 

区分 庁 舎 

香川（３） 高松港湾合同庁舎、坂出港湾合同庁舎、坂出合同庁舎 

高知（４） 高知よさこい咲都合同庁舎、須崎第２地方合同庁舎、高知公共職業安定所、

高知運輸支局大津庁舎 

    （注） 当局及び高知行政評価事務所の調査結果による。 

（注） 下線は当局が付した。 
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表３－（３） 防火管理者を選任しておらず、消防計画、消防訓練も作成、実施していないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件  名 

A25-１ 香川 土庄公共職業安

定所 

同左 防火管理者を選任しておらず、消防計画、消

防訓練も作成、実施していない。 

（注） 本表は、当局の調査結果による。 

 

表３－（４） 消防計画で定めている消防訓練等を実施していないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件  名 

A20-１ 

 

香川 高松公共職業安

定所 

同左 消防計画で定めている消防訓練を実施してい

ない。 

A26-１ 

 

香川 四国運輸局香川

運輸支局 

同左 同上 

B14-１ 

 

高知 高知公共職業安

定所 

同左 同上 

B１-１ 高知 高知地方合同庁

舎 

中国四国農

政局高知地

域センター 

同上 

B16-１ 

 

高知 高知運輸支局大

津庁舎 

高知運輸支

局 

同上 

B16-２ 

 

高知 高知運輸支局大

津庁舎 

同上 消防計画で定めている防災訓練を実施してい

ない。 

（注） 本表は、当局及び高知行政評価事務所の調査結果による。 

 

表３－（５） 防火戸付近に閉鎖障害となる物品が置かれていたもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件  名 

A20-２ 香川 高松公共職業安

定所 

同左 防火戸付近に閉鎖障害となる物品が置かれて

いた。 

（注） 本表は、当局の調査結果による。 

 

表３－（６）消防計画に対策計画で定めることとされている津波避難等に関する事項を定めていないもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件  名 

A５-１ 香川 坂出合同庁舎 坂出税務署 消防計画に対策計画で定めることとされてい

る津波避難等に関する事項を定めていない。 

B14-２ 高知 高知公共職業安

定所 

同左  消防計画に東南海・南海地震に係る防災訓練

の実施に関する事項を定めておらず、防災訓練

も実施していない。 

（注） 本表は、当局及び高知行政評価事務所の調査結果による。 

 

表３－（７） 消防計画に対策計画で定めることとされている津波からの避難場所を具体的に定めていな

いもの 

番号 区分 調査対象庁舎 管理官署 件  名 

A３-１ 香川 高松港湾合同庁

舎 

四国運輸局 消防計画に対策計画で定めることとされてい

る津波からの避難場所を具体的に定めていな

い。 

（注） 本表は、当局の調査結果による。 
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